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訪問販売協会の自主的取組み
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〇 連鎖販売取引に係る自主行動基準

2016.11.08 (公社)日本訪問販売協会

テキストボックス
資料１－１



2

〇 設立時期 １９８０（昭和５５）年４月１日

〇 目的
訪問販売に係る商業倫理の確立等を通じて、その取
引を公正にし、並びに購入者及び役務の提供を受け
る者の利益を擁護し増進するとともに、訪問販売の
事業の健全な発展に資する事業を行い、もって国民
経済の健全な発展に寄与すること。

〇 会員数 ※２０１６年９月３０日現在

１４４社（社・団体）
内訳：正会員１２１社、賛助会員２３社・団体
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主な活動

イ．自主行動基準の作成と実践について

当協会は、訪問販売企業の自主行動基準（以下「基準」
という。）を定め、会員に対し、自社の実状に合わせた基準
作りと、その実践を呼びかけている。
会員は、基準をつくり、これを遵守することで、社会的信
用を高める努力をし、消費者から寄せられる個々の苦情
事例の解決にあたっての判断基準とする。

もとより事業者は、特商法の遵守が求められ、違反した
場合は、刑事上、行政上、私法上の制裁が加えられること
で当該法令の遵守が担保されている。
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それに対し、基準は、主に法令に定めのない事項に関し
て自主的に定めたもので、制裁を直接の目的とするもので
はないため、業法の刑事的ルールのように要件構成を厳
格にしていない。
しかしながら、基準違反の内容や頻度等によっては「倫
理審査委員会」の審査対象となり、「改善勧告」や「正会員
権利の停止等」の措置が取られ、結果として、それが当協
会の制裁措置となる｡
なお、基準には、細則として、「商品別の禁止事項」や「通
常、過量には当らないと考えられる分量の目安」がある。

参考データ：
*訪問販売企業の自主行動基準 ほか
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ロ．苦情対応業務について

訪問販売ホットライン（消費者相談室）は、訪問販売に関
する消費者等からの苦情相談に応じ、助言、調査、あっせ
ん等の業務を行っている。訪問販売ホットラインで解決でき
ない事案は、「消費者苦情検討会」、さらには、その上の
「消費者紛争処理委員会」のあっせんにかける。

ハ．倫理審査委員会について

倫理審査委員会（以下「委員会」という。）は、学識経験者
等で構成され、正会員が行った不当な訪問販売に対し、
①改善勧告、②会員権利の停止勧告、③除名勧告の措置
を判断するほか、④過怠金の徴収について助言する。
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ニ．販売員教育について
ＪＤＳＡ教育登録制度の目的は、教育を通じて販売員

の資質の向上を図り、取引の公正・適正化に資することに
ある。会員は、当協会の標準教育カリキュラムに基づき作
成した教育計画書に沿って教育を実施し、試験に合格した
販売員に対し当協会から登録証を発行する。
平成２８年３月末の登録者数は４３６，１２５人である。

（表） （裏）
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JDSA登録証ステッカー JDSA登録書ポスター
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また、登録販売員の教育担当者の制度を実施。受講者
は「特商法」、「指導管理者に必要な事項」の講座を受け、
筆記試験の合格者には、当協会から「訪問販売員教育指
導者資格証」が交付される。制度発足後これまでの累積
合格者は３，８７７名。
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ホ．消費者の救済基金について

当協会は、特商法２９条の２の規定に基づく消費者の救
済業務を遂行するため、訪問販売消費者救済基金（以下「
基金」という。）を設けている。
基金の原資は正会員の拠出金による。
基金は、正会員企業が行う訪問販売の業務により締結
した契約について、特商法の第９条、第９条の２、第９条の
３の規定に基づき解除、取消しがされても、当該企業が既
払金を返還しない場合、基金が返金を補償する仕組み。

ただし、返金補償の判断は、消費者救済に係る審査委
員会（学識者で構成される第三者機関）が事案ごとに審査
して行われる。
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ヘ．その他事業者向け啓発活動
〇コンプライアンスセミナー
特商法や自主行動基準の遵守、苦情対応の重要性
などをテーマに毎年、東京や大阪、福岡等の地区で
開催している。

〇消費者相談担当者講習会
企業における消費者苦情への適切な対応等を考察
する場として年４回定例開催している。

〇各種の研究会 等
商品等の販促印刷物やウェブサイト等の適正な広告
表示の在り方を研究する広告表示研究会のほか特
商法の訪問販売以外の他の商取引の規制遵守を目
的とする研究会、適正取引を推進するため太陽光発
電等の各種商品の懇談会等を設置している。
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〇主な事業者向けテキスト
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〇事業者啓発パンフレット

発行：平成２８年９月

装丁：Ａ４判・三ツ折・６頁

内容：訪問販売規制の概要

対象：事業者向け

配布数：２２，０００部

（平成２８年１０月末）
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度（11月1日現在）

啓発資料：１４１，３４５部 啓発資料：２，２４５部 啓発資料：３１，０９１部 啓発資料：１３，２５７部

ステッカー：３４，１１３枚 ステッカー：１９，８９２枚 ステッカー：１９，５４７枚 ステッカー：５，４７８枚

主催者 人数 主催者 人数 主催者 人数 主催者 人数

三重県 40 姫路市 24 高砂市連合自治会 60 鹿児島県 20

川越市 40 名古屋市社会福祉協議会 180 千葉県 20 防府市 26

越谷市 80 市川市 20 岩手県 26 志木市 14

深川市 7 武蔵村山市 20 牧野原市消費者協会 50 名古屋市社会福祉協議会 100

焼津市 40 大仙市 26 静岡県退職公務員連盟 31

習志野市 5 鹿児島県 20 伊奈町 20

鹿児島県知名町 50 下関市 18 長岡市 10

鹿児島県和泊町 200 新潟市 13 徳島市 13

山口県 13 宇都宮市 14

登別消費者協会 100 海老名市 9

舞鶴市 70 長野市 13

長岡市 20

御前崎市 20

ト．消費者啓発
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